
  

広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号 

 
企
業
局
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

広
島
県
上
下
水
道
部
長 

川 
 

西 
 

隆 
 

弘 
 

 
 

 

企
業
局
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正 

す
る
規
程 

 

企
業
局
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
公
営
企
業
管

理
規
程
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

上
下
水
道
部
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係 

る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

上
下
水
道
部
が
発
注
す
る
建
設
工
事
の
入
札

及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
公
共

工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
及
び
公

共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す 

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
十
四
号
） 

に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
県
規
則
の
準
用
） 

第
二
条 

上
下
水
道
部
が
発
注
す
る
建
設
工
事
の
入
札

及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
建
設

工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す

る
規
則
（
平
成
十
三
年
広
島
県
規
則
第
六
十
七
号
。

以
下
「
県
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
四
条
第

二
項
及
び
別
表
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
中
「
県

」
と
あ
る
の
は
「
上
下
水
道
部
」
と
、
第
二
条
第
一

項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は

「
上
下
水
道
部
長
」
と
、
第
四
条
第
三
項
中
「
午
後

四
時
半
ま
で
（
別
表
に
定
め
る
建
設
工
事
入
札
契
約

情
報
県
庁
閲
覧
所
及
び
建
設
工
事
入
札
契
約
情
報
広

島
県
警
察
本
部
閲
覧
所
に
お
い
て
は
、
午
前
九
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
午
後
五
時

ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
建
設
工
事
入
札
契
約
情
報
閲
覧
所
） 

第
三
条 

前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
県
規
則
第
四
条
第

一
項
の
建
設
工
事
入
札
契
約
情
報
閲
覧
所
は
、
次
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
名
称
の
閲
覧
所
を
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
場
所
に
設
置
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
閲
覧

の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
す
る
資
料
を
閲
覧
に
供
す

る
も
の
と
す
る
。 

企
業
局
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情 

報
の
公
表
に
関
す
る
規
程 

 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

企
業
局
が
発
注
す
る
建
設
工
事
の
入
札
及
び

契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
公
共
工
事

の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
及
び
公
共
工

事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
十
四
号
）
に
よ

る
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
県
規
則
の
準
用
） 

第
二
条 

企
業
局
が
発
注
す
る
建
設
工
事
の
入
札
及
び

契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事

の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
三
年
広
島
県
規
則
第
六
十
七
号
。
以
下

「
県
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
四
条
第
二
項

及
び
別
表
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
中
「
県
」
と

あ
る
の
は
「
企
業
局
」
と
、
第
二
条
第
一
項
、
第
五

条
及
び
第
六
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
公
営
企

業
の
管
理
者
」
と
、
第
四
条
第
三
項
中
「
別
表
に
定

め
る
建
設
工
事
入
札
契
約
情
報
県
庁
閲
覧
所
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
三
条
の
表
に
定
め
る
建
設
工
事
入
札

契
約
情
報
企
業
局
本
庁
閲
覧
所
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

  

（
建
設
工
事
入
札
契
約
情
報
閲
覧
所
） 

第
三
条 

前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
県
規
則
第
四
条
第

一
項
の
建
設
工
事
入
札
契
約
情
報
閲
覧
所
は
、
次
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
名
称
の
閲
覧
所
を
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
場
所
に
設
置
し
、
同
表
の
各
項
に
掲
げ
る
閲
覧

所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
閲
覧
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
す
る
資
料
を
閲
覧



   

名
称 

場
所 

閲
覧
の
対
象
と
な
る
発
注

見
通
し
等
の
公
表
事
項
に

関
す
る
資
料 

建
設
工
事

入
札
契
約

情
報
上
下

水
道
部
閲

覧
所 

行
政
情
報

コ
ー
ナ
ー 

一 

（
略
） 

二 

第
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
県
規
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
入
札
契

約
担
当
職
員
が
定
め
、

又
は
作
成
し
た
資
料 

         

 
  

 

 
            

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

  

備
考 

（
略
） 

に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

名
称 

場
所 

閲
覧
の
対
象
と
な
る
発
注

見
通
し
等
の
公
表
事
項
に

関
す
る
資
料 

建
設
工
事

入
札
契
約

情
報
企
業

局
本
庁
閲

覧
所 

行
政
情
報

コ
ー
ナ
ー 

一 

（
略
） 

二 

第
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
県
規
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
入
札
契

約
担
当
職
員
が
定
め
、

又
は
作
成
し
た
資
料
の

う
ち
閲
覧
所
の
置
か
れ

る
広
島
県
公
営
企
業
組

織
規
程
（
昭
和
四
十
九

年
公
営
企
業
管
理
規
程

第
六
号
）
第
二
条
第
二

項
の
地
方
機
関
（
以
下 

「
地
方
機
関
」
と
い
う
。 

）
に
お
い
て
作
成
し
た 

も
の
を
除
く
資
料 

建
設
工
事

入
札
契
約

情
報
広
島

水
道
事
務

所
閲
覧
所 

広
島
水
道

事
務
所
総

務
課 

一 

第
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
県
規
則
第
二
条

及
び
第
三
条
第
二
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
作
成
し
た
資
料

の
う
ち
広
島
水
道
事
務

所
に
お
い
て
作
成
し
た

も
の 

 

二 
第
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
県
規
則
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り

入
札
契
約
担
当
職
員
が

定
め
、
又
は
作
成
し
た

資
料 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

  

備
考 

（
略
） 

 
 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


